
病気休暇の期間計算について 

 

※以下の A～Cの表記について、同じ英字は同一負傷等を表し、異なる英字はそれぞれ明らかに異なる

負傷等を表す。 

 

１ 当初の病気休暇を 90日取得した場合 

 （明らかに異なる負傷等に係る病気休暇は、すべて合算して 90日を限度に承認） 

 

 

    当初            

勤務 
病気休暇（Ａ） 

90 日 
勤務 

病気休暇（Ｂ） 

50 日 
勤務 

病気休暇（Ｃ） 

40 日まで取得可 

 

 

 

 

２ 当初の病気休暇取得日数が 90日未満の場合 

（90日に達するまでの日数を明らかに異なる負傷等に係る病気休暇に加算できる） 

 

 

 

ケース１ 

 

    当初            

勤務 
病気休暇（Ａ） 

60 日 
勤務 

病気休暇（Ｂ） 

50 日 
勤務 

病気休暇（Ｃ） 

→70 日まで取得可 

 

 

 

 

ケース２ 

（同一負傷等は 90日を限度とする。） 

 

当初  

勤務 
病気休暇（Ａ） 

60 日 
勤務 

病気休暇（Ｂ） 

50 日 
勤務 

病気休暇（Ｂ） 

→40 日まで取得可 

 

 

 

90 日－50 日（病気休暇 B）＝40 日 

１年以内 １年以内 

①明らかに異なる負傷等による病気休

暇残日数 

 90 日－50 日（病気休暇 B）＝40 日 

②当初の病気休暇残日数 

90 日－60 日（病気休暇 A）＝30 日 

 

１年以内 １年以内 

90 日－50 日（病気休暇 B）＝40 日 

（病気休暇 B で 90 日に達するため） 

※病気休暇 A の場合は 30 日まで取得可 

１年以内 １年以内 
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